
森林空間活用施設整備モデル事業費補助金交付要綱 

令和３年２月９日森環総第２５６０号 制定 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、感染症に対して強靱な社会・経済の形成に資するため、森林

空間を活用した施設の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交

付するものとし、その交付に関しては、山梨県補助金等交付規則（昭和３８

年山梨県規則第２５号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、こ

の要綱の定めるところによる。 

 

（補助対象事業等） 

第２条 この補助金の交付の対象となる補助対象事業、補助対象経費、補助率

等は、別表に掲げるとおりとする。 

 

（補助金交付の申請） 

第３条  補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申

請書（様式第１号）に必要な書類を添付して、別に定める日までに知事に提

出しなければならない。 

 

（補助金の交付の決定） 

第４条 知事は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を

審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付

を決定するものとする。 

２ 知事は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこ

れに条件を付した場合はその条件を、補助金交付決定通知書（様式第２号）

により補助事業者に通知するものとする。 

 

（交付の条件） 

第５条 規則第６条の規定による補助金交付の条件は、次のとおりとする。 

（１）補助事業者は、補助対象事業に要する経費の配分又は補助対象事業の内

容の変更（別表に定める軽微な変更を除く）及び補助対象事業を中止又は

廃止をしようとする場合には、変更（中止・廃止）承認申請書（様式第３

号）により知事の承認を受けること。 

（２）補助対象事業が予定期間内に完了する見込みがない場合又は補助対象

事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに知事に報告しその

指示を受けること。 

（３）補助事業者が前各号の条件に違反した場合、知事はこの補助金の全部又

は一部の返還を補助事業者に対して求めることができる。 

 



（報告） 

第６条  補助事業者は、事業に着手したときは、速やかに、知事に事業着手報

告書（様式第４号）を提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助対象事業が完了した日若しくは廃止の承認を受けた日

から起算して１箇月を経過した日又は完了した年度の３月１０日のいずれ

か早い期日までに、補助金実績報告書（様式第５号）を知事に提出しなけれ

ばならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第７条 知事は、補助対象事業の完了又は廃止に係る補助対象事業の実績の報

告を受けたときは、報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地検査によ

り、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこ

れに付した条件に適合するものであるかどうかを検査し、適合すると認めた

ときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額の確定通知書（様式

第６号）により補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の交付方法） 

第８条 補助金は、精算払いとする。 

 

（財産の処分の制限） 

第９条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産

（機械及び器具については、取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上の

もの）について、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和４０年

大蔵省令第１５号）に定められている耐用年数に相当する期間内において

は、知事の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して、使用し、譲渡し、

交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

  また、財産処分制限期間内に知事の承認を得て当該財産を処分したことに

より収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を県に納付させることが

ある。 

    ただし、補助対象事業を行うに当たって、補助対象物件を担保に供し、自

己資金の全部又は一部を国が行っている制度融資から融資を受ける場合で

あって、知事の承認を受けたものはこの限りでない。 

２ 補助事業者は、前項の承認を受けようとする場合は財産処分承認申請書

（様式第７号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

３ 知事は、第１項の承認をしようとする場合において、原則として交付した

補助金のうち取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交

換し、貸し付け、又は担保に供した時から財産処分制限期間が経過するまで

の期間に相当する分を返還させるものとする。 

 

 



（検査） 

第１０条 知事が必要あると認めるときには、実地検査を行うことができる。 

 

（書類の保存） 

第１１条 補助事業者は、事業に係る関係書類について、事業等に係る予算及

び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、事業に係る歳入及

び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を事業の完了の日

（事業の廃止の指示を受けた場合には、その指示を受けた日）の属する年度

の翌年度から起算して５年間、整備保管しておかなければならない。  

ただし、財産処分制限期間が５年を超えるものについては、当該期間が経過

するまで関係書類を保管しなければならない。 

 

（施設の管理等）  

第１２条  補助事業者は、事業について厳正かつ的確な実施を期するとと

もに、事業の目的が十分達成されるよう事業完了後における管理に必要

な措置を講ずるものとする。 

２  補助事業者は、補助金により取得し、又は効用の増加した財産等につ

いては、補助金の趣旨に即して適正に管理するものとする。  

 

附 則 

１  この要綱は、令和３年２月９日から施行する。 

２ この要綱は、令和４年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要

綱に基づき交付決定された補助金については、この要綱の執行後もその効力

を有する。 



別表 

１補助対象事業 

 

２補助対象経費 

 

 

３補助率 

 

 

 

４補助限度額 

 

５補助事業者 

 

６軽微な変更 

 

森林空間を活用した自転車コース及び附帯施設の整備 

 

補助対象事業に要する次の経費 

 整備に係る設計費・工事費 

 

補助対象経費の１／２以内 

（補助金の額に千円未満の端数が生じるときは、その額を切り

捨てる。） 

 

３０，０００千円 

 

富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合 

 

（ １ ） 補 助 対 象 経 費 の 各 費 目 間 に お い て 、 い ず れ か 低 い 額 の

２０％以内を増減させる場合 

（２）補助対象事業の目的の達成に支障をきたさない事業計画

の変更であって、交付決定を受けた補助金の額の増額を伴

わない場合 

  



様式第１号 

                                                         番     号 

                                                            年  月  日 

 

 

 山梨県知事 殿 

 

 

                      （申請者） 

                         名   称                 

                                代表者氏名                  印   

 

 

 

森林空間活用施設整備モデル事業費補助金交付申請書 

 

 

令和 年度において、森林空間活用施設整備モデル事業を次のとおり実施し

たいので、同事業費補助金交付要綱第３条の規定により補助金の交付を申請し

ます。 

 

  １ 交付申請額 

 

   ２ 事業の目的 

 

 

 



  ３   事業の内容及び経費の配分 

（１）事業の内容  

 

（２）経費の配分  

経費の区分 

経費の内訳 

計 備考  
県補助金 そ  の  他 

    
 

計     

   ※備考欄には、補助率等を記載する。  

 

  ４ 事業完了（予定）年月日 

 

  ５ 収支予算（精算） 

    （１）収 入 

経費の区分 

予   算   （   精   算   ）   額 

計 
県補助金 そ  の  他 

    

計    

 

（２）支 出 

経費の区分 予算（精算）額  積算基礎  

   

計   

 

  ６ 添付書類 

  （１）補助金交付申請書には事業計画書を添付すること。 

    （２）補助金実績報告書には請負契約書の写し、完成写真、精算設計書等を

添付すること。 

    （３）その他知事が必要と認める書類を添付すること。 

  



事業計画書  

 

１．施設整備を必要と

する理由  

 

 

２．施設整備による効

果  

 

 

３．完成後の管理運営

方法  

 

４．今後の事業計画、

または今 回の事業 に

関連する 既に整備 済

み事業  

 

 

５．その他参考となる

事項  

 

 

 

＜添付資料＞  

（１）位置図、配置図等 

（２）その他   



様式第２号  

番      号  

年   月   日  

 

（申請者）殿  

 

山梨県知事    

 

 

森林空間活用施設整備モデル事業費補助金交付決定通知書  

 

 

令和 年 月 日付けで申請のあった森林空間活用施設整備モデル事業費補助

金については、同事業費補助金交付要綱第４条第１項の規定により、次のとおり交

付することに決定したので、同交付要綱第４条第２項の規定により通知する。  

 

１ 補助金の交付の対象となる事業は、令和 年 月 日付けで申請のあった

森林空間活用施設整備モデル事業とし、その内容は交付申請書記載のとおり

とする。  

 

２ 補助対象事業に要する経費及び補助金の交付決定額は、次のとおりとする。 

補助対象事業に要する経費          円  

補助金の交付決定額             円  

 

３ 補助対象事業に要する経費の配分は、前記交付申請書記載のとおりとする。 

 

４ 補助対象事業の期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとす

る。  

 

５ 補助金の交付の条件は次のとおりとする。  

（１）補助対象事業に要する経費の配分又は補助対象事業の内容の変更をする

場合は、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げ

る軽微な変更についてはこの限りでない。  

  ア  補助対象経費の各費目の相互間におけるいずれか低い額の２０％以内

の経費の配分の変更  

  イ  補助対象事業の目的の達成に支障がなく補助金の増額を伴わない事業

計画の細部の変更  

（２）補助対象事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ知事の承認を受

けなければならない。  



（３）補助対象事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助対象

事業の遂行が困難となった場合は、すみやかに知事に報告してその指示を受

けなければならない。  

（４）補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、知事が

別に定める期間中においては、知事の承認を受けないで、補助金等の交付の

目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはなら

ない。  

６ 補助金の交付の条件等に違反した場合の措置  

（１）次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り

消す場合がある。  

   ア 補助金の他の用途への使用をしたとき  

イ 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき  

ウ 補助対象事業に関し法令等又はこれに基づく知事の処分に違反したとき  

エ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していたとき  

（２）補助金の交付決定を取り消した場合、補助対象事業等の当該取り消しに係

る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返

還を命ずる。  

（３）交付決定の取り消しに関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令

に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額

につき山梨県補助金等交付規則（昭和３８年６月２０日付け山梨県規則第

２５号）で定める年率の割合で計算した加算金を県に納付しなければなら

ない。  

（４）補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納

期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき山梨県補

助金等交付規則（昭和３８年６月２０日付け山梨県規則第２５号）で定める

年率の割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。  

 

７ 補助対象事業が、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って

遂行されているか確認するため、補助対象事業の遂行状況について報告させ

ることがある。  

 

８ 補助対象事業が完了した日（廃止の承認を受けた場合はその承認の日）から

起算して一箇月を経過した日又は完了した年度の３月１０日のいずれか早い

期日までに、補助対象事業の成果を記載した補助対象事業実績報告書に別に

定める書類を添えて知事に報告しなければならない。  

 

９ 補助対象事業に係る帳簿及び証拠書類は、補助対象事業終了年度の翌年度

から起算して５年間、整備保管しておかなければならない。ただし、取得財産

等の財産処分制限期間が５年を超えるものについては、当該期間が経過する

まで関係書類を保管しなければならない。  

  



様式第３号 

                                                            番     号 

                                                            年  月  日 

 

 

 山梨県知事 殿 

 

 

                                             （申請者）                     

                                             名   称                     

                                 代表者氏名                 印   

 

 

森林空間活用施設整備モデル事業変更（中止・廃止）承認申請書 

 

 令和 年 月 日付け   第   号で交付決定のあったこのことについ

て、次の理由により変更（中止・廃止）したいので、森林空間活用施設整備モデ

ル事業費補助金交付要綱第５条の規定により申請します。 

 

 

○変更の場合 

 １ 変更の理由 

 ２ 変更の内容（様式第１号３～６による） 

（注）上段に変更前の事項を（ ）書きし、下段に変更しようとする事項を

記載すること。 

その他、知事が必要と認める書類を添付すること。 

 

○中止（廃止）の場合 

中止（廃止）の理由 

 

 

  

 

  



様式第４号 

 

番     号 

年  月  日 

 

  山梨県知事 殿 

 

 

                      （申請者） 

                         名   称                 

                                代表者氏名                  印   

 

 

森林空間活用施設整備モデル事業着手報告書 

 

  令和 年 月  日付け   第    号で交付決定のあったこのことについ

て、森林空間活用施設整備モデル事業費補助金交付要綱第６条第１項の規定によ

り、次のとおり報告します。 

 

施設名   

施設の場所   

事業費   

事業費内訳   

請負者 
住所  

氏名  

工期  

 契 約     令和  年  月  日 

 着 手         令和  年  月  日 

 完成（予定）   令和  年  月  日  

備考  
 

  ※契約書（写）、工程表等関係書類を添付する。   



様式第５号  

 

                                                            番     号 

                                                            年  月  日 

 

 

 山梨県知事 殿 

 

 

                     （申請者） 

                         名   称                 

                                代表者氏名                  印   

 

  

森林空間活用施設整備モデル事業費補助金実績報告書 

 

 令和 年 月 日付け   第    号で交付決定のあったこのことについ

て、森林空間活用施設整備モデル事業費補助金交付要綱第６条第２項の規定によ

り、次のとおり報告します。 

 

 

     （以下 様式第１号に準ずる。） 

 

 

 

  



様式第６号  

番      号  

年   月   日  

 

（申請者）殿  

 

山梨県知事   

 

森林空間活用施設整備モデル事業費補助金交付額の確定通知書 

 

令和 年 月 日付けで実績報告のあった森林空間活用施設整備モデル事業費

補助金については、同事業費補助金交付要綱第７条の規定により、次のとおり確

定する。 

 

 

 

交付確定額 金○○○○円 

  



様式第７号 

                                                            番     号 

                                                            年  月  日 

 

 

 山梨県知事 殿 

 

 

                      （申請者） 

                         名   称                 

                                代表者氏名                  印   

 

 

 

森林空間活用施設整備モデル事業費補助金財産処分承認申請書 

 

 

 森林空間活用施設整備モデル事業費補助金に係る補助対象事業により取得し

た財産を、次のとおり処分したいので、同事業費補助金交付要綱第９条第２項に

基づき、申請します。 

 

 

  １ 処分しようとする財産の明細 

 

 

   ２ 処分の内容 

 

 

 ３ 処分しようとする理由 

 

 

 ４ その他必要な書類  

 


